




 住民基本台帳カード表面記載事項変更届 

届出が必要な方 

富士見市の住民基本台帳カードの交付を受けている方が、市

内転居又は、氏名、その他変更により、住民基本台帳カード

の表面記載事項に変更が生じたとき 

届出に必要な 

もの 

● 住民基本台帳カード表面記載事項変更届 

● 住民基本台帳カード 

● 印鑑 

● Ａバージョン（写真なし）の方は運転免許証、パスポート

等官公署が発行した顔写真つきで有効期限内の身分証明

書等 

● 法定代理人が申請する場合は、市民課へお問い合わせくだ

さい。 

届出ができる方 

・１５歳以上の方は本人 

・１５歳未満のお子さんや成年被後見人は法定代理人 

※代理人による変更はできません。 

提出先 
市役所 1階市民課 

（受付時間）市役所開庁日 午前９時～午後４時 

手数料 手数料はかかりません。 

届出上の注意 
変更する事項を必ず記入してください。 

押印が必要です。 

郵送提出の可否 不可 

問合せ先 市民課市民係 ０４９－２５２－７１１０（直通） 

 

 


